
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

文教上下水道常任委員会記録 
 

 

 

令和６年６月１４日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 



 

 

目       次 

 

文教上下水道常任委員会 

６月１４日 

 

 会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局職員、 

審査案件--------------------------------------------------------------------1 

 開会の宣告------------------------------------------------------------------2 

  市長挨拶 

 委員会記録署名委員の指名----------------------------------------------------2 

 議案第４６号の審査----------------------------------------------------------2 

  質疑（西谷知美委員、弘豊委員、藤浦雅彦委員、松本暁彦委員） 

 議案第４７号の審査----------------------------------------------------------7 

  質疑（西谷知美委員、藤浦雅彦委員、松本暁彦委員） 

 採決------------------------------------------------------------------------9 

 閉会の宣告------------------------------------------------------------------9

  



- 1 - 

 

 

 

文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録  

 

１．会議日時 
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上下水道部副理事兼下水道事業課長 井上 斉之 

保育教育課長 湯原 正治   経営企画課長  浅尾耕一郎 

水道施設課長  名古屋幸祐  保育教育課参事 中川 資子 

   

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 森口 雅志   同局主査 松 木  愛 

 

１．審査案件 

  議案第４６号 摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定の件 

  議案第４７号 摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事監

督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例

制定の件 
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（午前９時５９分 開会） 

○村上英明委員長 文教上下水道常任委

員会を開会します。 

 まず、理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 本日は本会議に引き続きまして、文教上

下水道常任委員会をお持ちいただきまし

て大変ありがとうございます。 

 本日は、昨日の本会議で当委員会に付託

されました案件について御審査をいただ

きますが、何とぞ慎重審査の上、御可決賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

 一旦退席させていただきます。 

○村上英明委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、弘委員を

指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時   休憩） 

（午前１０時１分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 議案第４６号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 西谷委員。 

○西谷知美委員 おはようございます。 

昨日に引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

 私からは、要望に近いです。今回の配置

基準の見直しは、非常にいい国の決定では

あると思うんです。しかし、この年代のお

子さんも大変は大変なんですけれども、３

歳未満の保育に課題が多いと常々思って

います。３月議会でも保育士の処遇改善と

配置基準の見直しを求める意見書を提出

し、皆さんに同意いただきまして、国へ意

見書を届けたという経緯もございます。 

 また、ここ１週間ずっと世間を騒がして

いますが、鹿児島市の保育士が自分の受け

持つお子さんを切りつけた事件も起きて

しまいました。その方の置かれた環境とい

うか、大分追い詰められていたということ

がニュースの続報でも入ってきています。 

 摂津市独自の予算で、配置基準を手厚く

するのはなかなか難しいかと思います。例

えばもう一点、昨日、静岡県のバスの置き

去りの件も裁判がありまして、保護者の方

が本当につらい思いを吐露されていまし

た。そういったことを鑑みて、摂津市独自

の配置基準の見直しは、予算上厳しいとは

思うんですけれども、大阪府に対して各自

治体と連携を取って、一緒に予算を手厚く

してほしいという働きかけができたりす

るのかどうか。 

 今、「いのち輝く未来社会のデザイン」

ということで、万博にすごい税金が投資さ

れている現実があります。子供たちの命を

守るためにも、そういった動きができるの

かどうかをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○村上英明委員長 では、答弁を求めてい

きたいと思います。 

 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 今回の条例改正に

つきましては、満３歳以上の児童に係る保

育士等の配置基準を改正するものでござ

います。 

 改正の背景として、令和５年１２月に取

りまとめられましたこども未来戦略で安

心して子供を預けられる体制整備を急ぐ
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ために、保育所等の職員配置に係る最低基

準が改正されることとなりました。 

 今回、満３歳以上の児童に対するという

ことで職員配置基準が改正されることと

なりますけれども、このこども未来戦略の

中には、１歳児の配置基準につきましても

言及されております。こちらは令和７年度

以降、１歳児について、保育人材の確保等

の関連する施策との関係も踏まえつつ、こ

ども未来戦略の加速化プランの期間中、こ

れは、今後３年間のことを指しております

が、この期間中の早期に６対１から５対１

への改善を進めることも記されておりま

す。 

 こういったことから、今回、１歳児のこ

とが記されておりますように、この配置基

準につきましても、また必要な議論がなさ

れていくものと考えております。 

 ちなみに、摂津市の公立こども園につき

ましては、この１歳児の配置基準につきま

して、国では６対１となっておりますけど

も、５対１で現在、運営しているところで

ございます。 

○村上英明委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 回答ありがとうござい

ました。 

 摂津市が直接関わる公立こども園は、配

置基準が既に国基準になっているという

ことで、すばらしいとは思うんです。しか

し、例えば目黒区で運営されている保育園

は、国でこういうサービスを取り入れたら

加算しますというのを工夫されて、従来の

保育士配置基準の２倍に配置しているこ

とで、保育士がそこの園に就職したいと殺

到しているという件もあります。 

 こういったすばらしい好事例をマスコ

ミには取り上げていただきたい。そういっ

た事例を参考に、地方自治体が実施してい

いことが起きていることを知ってもらい

たい。たくさん事例を積み重ねることによ

って、国の法律を動かすこともできるかと

思います。５対１もすばらしいんですけれ

ども、それよりもうちょっと手厚くできる

ように、ぜひ努力をお願いして、私の質問

を終わらせていただきます。 

○村上英明委員長 ほかございますか。 

 弘委員。 

○弘豊委員 おはようございます。 

 私からは、確認の意味も込めてお聞かせ

いただきたい。 

 今回の改正条例案は、家庭的保育事業等

ということで、摂津市が決める小規模保育

の部分に当たると思うんです。先ほど来も

議論のある認可保育所、認定こども園の部

分は大阪府の条例でという説明を、昨日も

受けたかと思うんです。 

 中身的には同じ３歳以上の部分で、保育

士の配置基準を改善していく。制度が始ま

って以来の改善ということで、喜ばしいこ

とだと受け止めているんです。ただ一方で、

経過措置の部分が書かれているように、保

育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み

ということで、当分の間は難しかったらこ

れまでの基準でいいわけです。 

 ちなみに、今年度に入って、摂津市内の

保育所等は把握もされてると思うんです

けれども、この配置基準を満たすことがで

きるような保育士の採用等ができている

のかどうかを教えていただけたらと思い

ます。 

○村上英明委員長 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 まず、弘委員がおっ

しゃっていただいたとおり、市内の認定こ

ども園、保育所につきましては、大阪府の

条例によってこの配置基準が改められる

予定です。今回、大阪府議会の６月議会で



- 4 - 

 

も、このような議案が提出されております。 

 この配置基準の改正によりまして、市内

の私立保育所、認定こども園に実際、影響

があるかどうか確認をさせていただいて

おります。小規模保育事業を除く市内の私

立保育所、認定こども園につきましては２

３施設中、現在のところ２０施設から回答

を得られておりまして、うち１８施設から

特段の影響はないという回答を得られて

おります。影響があると回答された施設、

また回答を得られてない施設についても

引き続き確認を行っていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます 

○村上英明委員長 弘委員。 

○弘豊委員 今の答弁なんですけれども、

影響があるということで言うと、配置基準

が変わることで、確保しなければならない

保育士が足りない、そういう影響があると

いうことでよろしいですかね。 

 今回、この基準改正が前向きな改正で、

本当に不適切保育をなくすだとか、子供一

人一人にちゃんと向き合った保育実践に

つながっていくとか、そういったことにな

ると思ってるんです。そうなるためには、

きちっと基準に見合う保育士確保が、ずっ

と摂津市でも課題になってて、この委員会

でも議論をしてきたことかと思うんです。

そこのところが大事というふうに思いま

した。 

 当分の間はこの経過措置で、基準にいっ

てないところも続けていくということな

んだと思うんです。国は、こういうふうに

定めてるんですけども、目安みたいなもの

は、何かしら議論されている部分があるん

でしょうか。お聞かせいただけたらと思い

ます。 

○村上英明委員長 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 今回条例改正させ

ていただく際に、国の基準に従って改正を

させていただいております。附則のところ

に、経過措置期間を設けさせていただいて

おります。こちらにつきましても、国の基

準に沿った内容となっております。 

 経過措置期間で、当分の間と書かれてお

りますけども、特段いつまでというような

ことは現在、国からは示されておりません。 

○村上英明委員長 弘委員。 

○弘豊委員 今、御答弁がありましたよう

に、国でいろいろ議論もしてる最中という

ことではあるのかと思うんです。抜本的に

は保育士を確保するための予算だったり、

先ほど言ってたみたいな待遇改善とか、そ

んなことも同時に進めていくことが本当

に重要なのかと思っています。 

 基準は改めたけれども、保育士がいない

からやっぱり受け入れられないという可

能性もあるということです。そこのところ

はまた見ていかないといけないと思いま

す。 

 併せて、保育士の確保が困難になってい

る課題もあってか、せっかくせっつあそび

まち遊育園もできて、わかば保育園が定員

を増やして新しく移転しましたが、定員枠

には満たない受入れ状況があって、その一

つには保育士確保の課題もあります。 

 いまだに待機児童数も、年度始めからそ

れなりにいらっしゃって、また５月、６月

と増えていることもある中で、課題認識を

しっかり持ちながら進めていっていただ

けたらと思います。 

 以上です。 

○村上英明委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 何点か質問させていた

だきたいと思います。 

 今回の配置基準は７６年ぶりの改正と
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いうことで、７６年間改正されなかったの

が今回、改正されるということでございま

す。 

 ３歳児が２０人から１５人ということ

で、４歳児、５歳児が３０人から２５人は

今回決定されていて、先ほどあったように

１歳児の６人から５人というのは見送ら

れて、今後検討される現状です。 

 各市によってやっぱり現実的にはいろ

いろ状況が違うと思うんです。特に本市に

おいて言いますと、長年、待機児童が解消

されていない現状の中で、どのようにして

いくかというのは大きな課題になるだろ

うと思うんです。 

 今回、改正になります３歳児、４歳児、

５歳児は最近、待機児童がないので、比較

的大きな課題はないけれども、保育士の確

保については、各市やっぱり大変な状況に

なるだろうと思うんです。保育士を確保す

るためにもいろいろ、これまでも事業は展

開されていると認識しています。まずこの

待機児童との関係性、（仮称）摂津市こど

もの総合計画の策定に向けたワーキング

グループの報告書が上げられています。そ

の中でも、１０年来の大きな課題であると

問題視をしていただいていることもあっ

て、この保育士確保の問題と配置基準が変

わることは非常によいことではあります。

当然保育環境をよくする、サービス向上と

か、保育所の経営負担等については喜ばし

いことではあるものの、本市にとってはこ

の大きな課題と相反するところがあると

思いますけども、現状と見通しについてま

ず認識を聞いておきたいと思います。 

 それから、１歳児の改正については先ほ

どお話がありましたけれども、令和７年度

以降になっています。本市からも、ぜひと

も早期に改善できるように要望として上

げていただきたいと思っておりますが、そ

の辺のことについてお答えいただきたい

と思います。 

 当分の間については先ほどありました。

当分の間は、それ以上の答えはないだろう

と思いますから、もう聞かんときます。 

 それから先ほど言いましたけども、保育

士の確保に対しましては、パイが限られて

いる中で、やっぱりさらに加熱すると思っ

ています。なので、これから獲得するため

にさらなる取組みたいなものもあるのか

と思うんですが、現状と今後考えていく取

組についてあるのかないのかも含めて、考

え方を聞いておきたいと思います。 

 以上です。 

○村上英明委員長 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 今回の条例と、待機

児童のことも含めての御質問でございま

した。 

 まず、待機児童につきましては、令和６

年４月１日時点におきましても、待機児童

が２３人生じております。多くは委員がお

っしゃるとおり、１歳児が非常に多く発生

している状況でございます。 

 待機児童の解消につきましては、やはり

受皿の確保と保育人材の確保、この両面が

必要と考えております。 

 受皿の確保につきましては、先ほど弘委

員からも御紹介いただきましたとおり、こ

の４月にわかば保育園の定員拡大と、新た

な小規模保育事業の開設で図っています。 

 あと、今年度につきまして、今後調整は

必要なんですけども、せっつあそびまち遊

育園も、まだ定員が認可定員まで満たして

おりません。こちらにつきましても法人と

協議し、定員の枠を広げていただけるよう

に調整していきたいと思っております。 

 また、保育人材の確保につきましては、
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御承知のように今年度から新規採用の保

育士の給付金制度も設けさせていただい

ております。基本的には、民間事業者の方

が採用計画に基づいて保育士、保育教諭を

確保していただくこととなります。こうい

った給付金制度も活用していただきなが

ら、保育人材の確保に努めていただきたい

と思っております。 

 また、今年度、民間施設の募集に対して

採用がどれぐらいできたかということも、

現在確認をさせていただいているところ

です。こちらも施設によって、募集した人

数に対して、その分採用ができていないと

いう施設もございます。逆に募集より多く

採用している施設もございますし、事業所

によって差はあるのかと感じているとこ

ろでございます。 

 １歳児の配置基準の見直しにつきまし

ては、先ほども御答弁申し上げましたが、

令和７年度以降保育人材の確保等の関連

する施策との関係も踏まえつつというこ

とも、こども未来戦略に記載されておりま

す。藤浦委員がおっしゃるように、保育人

材の確保と、この配置基準の見直しはすご

く関連しているところかと思います。国の

保育人材確保の施策というものも注視し

ていかなければならないと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ありがとうございまし

た。 

 国の出方も見つつ、やっぱりやっていか

ないといけないと思います。本市は本市の

事情があります。これは安威川以北は待機

児童が出てるけど、安威川以南は十分に足

りているということで、２年後からは、こ

ども誰でも通園制度も始まります。いろん

なことも加味しながら、先々をしっかり見

通していただきながらやっていただきた

いと思います。 

 それから、やっぱり保育士が魅力のある

職種になるための取組をやっていただか

ないと、基本的にはこの給与水準が低いこ

とも問題になってます。そういうことも併

せてしっかり国に対して要望していただ

きたいとお願いをして質問を終わります。 

 ありがとうございます。 

○村上英明委員長 ほかございますか。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、私は、もう質

疑がありましたので要望とさせていただ

きます。 

 要望については２点ありまして、今回、

国の基準改正に伴いということで、理解を

いたしました。 

 その中で、保育士確保の点で２点、課題

があると思っております。 

 一つは保育士の質の担保といいますか、

小・中学校でも言えることですし、教職員

が足りなくなって講師になっていく、しか

し若い教師も増えて質の確保は非常に難

しくなっているということもお聞きをし

ております。保育士についても同様かと思

っております。 

 先ほどありました、鹿児島県だったりと

か、あるいはほかの県でも、いわゆる保育

士が子供に対して性的虐待を加えたとい

う事件も起きております。これについては、

忙しかったから、追い詰められたから加害

するということは、基本的にあり得ない話

です。私もほかの委員からお聞きしました

けども、追い詰められて辞めていくという

状況があるとお聞きをしております。 

 やはり、保育士が、抵抗ができない子供

に対して意図的によろしくない思惑を持
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って近づいているということも、現実とし

て起こっているわけであります。保育士の

質の確保は各園の采配にもよるとは思う

んですけども、どのように今後保育士を拡

充するか、質を確保するかはぜひ研究して

いただきたい。 

ぜひ市としてもしっかりと、面接の要領

だったりとか様々な点で、各園とも共有し

て、少しでもいい保育士を確保できるよう

に考える必要があると改めて思うところ

です。そこについては中川参事含めてよろ

しくお願いしたいと思います。 

 もう一つは、先ほど辞める保育士がおら

れるということだったので、いかに辞めな

いでその園で継続できるかというところ

も非常に重要になってくるかと思います。

足りない足りないというところは、実は入

ったら辞める、入ったら辞めるという園も

あろうかとお聴きしております。園によっ

て保育士待遇だったりとかについて、差が

あることはお聴きをしております。給与面

とかじゃなくても、いわゆるクラス内とか

指導の要領だったりとか、やはり先輩との

人間関係も厳しくて辞めているというこ

ともお聴きをしております。 

 そこも大きな課題かと思ってます。摂津

市としていろいろ把握はできるかと思い

ますので、確保するに当たって、いかに辞

めさせないかは、それぞれの園の一つの課

題だと思いますので、各園で共有し、意見

交換をするなりして、辞めさせない配慮を

して対応していただきたいと思います。 

 それによって、しっかりと園の保育の質

の担保をして、安心して通える園、そして

保育士も楽しんで働くことに生きがいを

持っていける、そういったところをこの摂

津市として実現してもらえればと思いま

すので、２点要望とさせていただきます。 

 以上です。 

○村上英明委員長 ほかございますか。よ

ろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 では、以上で質疑を終

わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２７分 休憩） 

（午前１０時２８分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 議案第４７号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 西谷委員。 

○西谷知美委員 それでは、私から１点確

認させていただければと思います。 

 今回の水道法施行規則の改正によって、

所管が厚生労働大臣から国土交通大臣及

び環境大臣に変わったということです。所

管が変わったことでどういったメリット・

デメリットが生じるかについてお聞きし

たいと思います。 

○村上英明委員長 では、答弁を求めてい

きたいと思います。 

 浅尾課長。 

○浅尾経営企画課長 それでは、ただいま

の御質問に答弁をさせていただきます。 

 今回の改正につきましては、水道整備そ

れから管理行政の機能強化ということで、

国で改正がなされております。 

 具体的に申し上げますと、水道に関する

水質基準の策定、その他の水道整備、管理

行政の中で、水質または衛生に関する事務

については、環境保全の公衆衛生の向上増

進に関する専門的知見等を活用する観点

から、環境省に移管されます。 

 このほかの事務につきましては、社会資

本の整合的な整備に関する知見等の活用
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によって、水道の基盤の強化等の観点から

国土交通大臣に移管される改正になって

ございます。 

 具体的な動き、影響というのはこれから

かと思っておりますけれども、引き続き国

の動き等については注視してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 説明ありがとうござい

ます。 

 私も調べたところによると、今、回答い

ただいたとおり、社会資本の整備という観

点から、水道管の老朽化をどうしていくか、

更新をどうしていくかというのが各自治

体にとっても課題だと思うんです。国土交

通省は出先機関が多いからということで、

老朽化であるとか維持管理といった面で

は、すごく一歩前進というか、進展すると

いう観点もあるかと思うんです。しかし、

厚生労働省から環境省に変わることで、公

衆衛生部分が若干軽視されないかという

ことが懸念されるわけです。摂津市は水道

に関してはＰＦＡＳの問題もありますの

で、その部分はしっかり国とも連携しつつ、

安心・安全な水の確保に従事していただけ

ればということで、最後これを要望として

質問を終わらせていただきます。 

○村上英明委員長 ほかございますか。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 水道法上の布設工事監

督者と水道技術管理者という資格がある

んです。その資格検定なりの修了書が発行

されているとは思いますけれども、実務的

には、監督官庁が変わることによって、発

行者が恐らく厚生労働省から国土交通省

に変わると思うんです。修了書の発行等に

ついて、実務的にはどんなふうになるんで

すか。順次更新をされるところから発行す

るんですか。それとも一定期間のうちに発

行し直すんでしょうか。 

○村上英明委員長 名古屋課長。 

○名古屋水道施設課長 藤浦委員の質問

にお答えいたします。 

 こちらは、技術管理者に専門の講習を実

施しておりまして、その修了時において、

国土交通大臣で認証した修了書を発行し

ます。今までは厚生労働大臣だったんです

が、実務的には何ら影響はございません。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 ほかございますか。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 中身については、国土交

通省にということで理解をいたしました

ので、要望を１点だけさせていただきたい

と思います。 

 先ほど西谷委員からもありましたけれ

ども、やはり国土交通省に移ったことで、

インフラ整備のところがやっぱり非常に

大きいのかと思っております。特にこの水

道技術管理者とか、以前もありましたけど、

市民から漏水が発生しているということ

で、すぐ電話して速やかに対応していただ

いたこともございます。他の市民も漏水し

て、そのときに事業者に連絡が結局つなが

らなくて、市に連絡すると、市で対応して

いただいたということをお聴きしていま

す。その件については、非常に評価をされ

ておりました。 

 なかなか摂津市では水道事業者が少な

い中で、それを放置するわけにいかず、最

終的に市が担当していただいたというこ

とです。 

 今、建設部もそうですけど、技術者が非

常に足りなくなってきているという状況

もあり、当然上下水道部についても同じよ
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うな状況であろうかと思います。 

 そういった中で、やはり市として最後の

とりでであるわけでありますから、技術者

を一定確保して、緊急の場合には速やかに

対応していただける体制をしっかり維持・

継続していただきたいと思います。 

 国土交通省になるということで、インフ

ラ整備の関連が非常に強くなっています。

そこはぜひ、水道もそういう認識を持って

やっていただきたいと思いますので、これ

は要望とさせていただきます。 

 以上です。 

○村上英明委員長 ほかございますか。 

よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３５分 休憩） 

（午前１０時３７分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第４６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○村上英明委員長 全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

 議案第４７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○村上英明委員長 全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午前１０時３８分 閉会） 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。 

 

 文教上下水道常任委員長 村上 英明 

 

 

 文教上下水道常任委員  弘   豊 


